
  

市町村職員給与及び地方公務員 
制度等の概要 

概要版概要版概要版概要版    

和歌山県総務部総務管理局市町村課 行政班 
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○市町村の職員数は近年減少傾向が続いており、平成１４年度以降の５年間で、１，２２５人（▲８．９ ％） 

  の削減が行われています。 

○県内市町村の職員給についても、平成１０年度の７６２億円をピークに減少が続いており、平成１３年度 

  以降の５年間で９７億円（▲１３．２％）の削減が行われています。 

資料版P.1,2,15 

平成１９年度 市町村職員給与等について 

 市町村の給与等については、様々な行財政改革の取り組みにより、全体としては職員の削減や職員給与
の適正化や見直しが進展していますが、一部の市町村で給与制度や運用などに問題が残されています。 
 今後とも関係法令に基づいて、社会情勢の変化、住民の意識等をも踏まえつつ、適正化や見直しに向け 
ての一層の努力が求められているところです。 
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団体区分別団体区分別団体区分別団体区分別ラスパイレスラスパイレスラスパイレスラスパイレス指数指数指数指数のののの推移推移推移推移    

○市町村職員の給与水準については、全体としては概ね低下傾向にあるが、団体の独自給与カットの縮減や 
  経験年数階層の変動等の影響により、平成１９年度の数値を押し上げたものと考えられます。 
○県内市平均は全国市平均より上回っているが、県内町村は、全国町村平均より下まわっている傾向にあり、 
   給与の適正化の取組みが行われてきた結果といえます。 

資料版P.3 
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市町村別市町村別市町村別市町村別ラスパイレスラスパイレスラスパイレスラスパイレス指数指数指数指数のののの状況状況状況状況    

※ 19年の和歌山市・橋本市は、地域手当補正後ラスパイレス指数も同数値 
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○国家公務員の給料水準を１００としたときの各市町村におけるラスパイレス指数（Ｈ１９．４．１現在）。 
○県内市平均９９．４（前年比０．３ポイント増）、県内町村平均９２．６（前年比０．６ポイント増）となって 
  いるが、主な増要因としては、独自給与カットの縮減、経験年数階層の変動等が考えられます。 

資料版P.3 
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【適正化の状況】 
○給与構造見直し・退職手当構造見直しの実施（和歌山市）       ・・・ 県内全団体実施済み 
                                             
○退職時特別昇給の廃止（印南町、太地町、串本町）              ・・・ 県内全団体廃止済み     
 
○地域手当の支給率３％を２％に見直し（橋本市）                      ・・・ 対象団体は、国公準拠どおり  
 
○住居手当の支給額を国公準拠に見直し（橋本市）                     
 
○管理職手当を支給率から職務に応じた 
  定額化に改正（新宮市、紀の川市、高野町）                      ・・・ 実施済みが１４／３０団体 
 
○特殊勤務手当の支給額等の見直し 
  （田辺市、紀美野町、湯浅町）                              ・・・ Ｈ１７は、１３団体が見直し実施 
 
○勤勉手当基礎額見直し（有田市、かつらぎ町、九度山町、有田川町） ・・・  実施済みが９／３０団体 
○勤勉手当に成績率導入（有田市、日高町）                          ・・・ 実施済みが２／３０団体 

給与適正化給与適正化給与適正化給与適正化のののの具体例具体例具体例具体例    

（Ｈ１８年度実施分） 

【 給与抑制措置の状況 】 （Ｈ１９年度実施分 （ ）は、抑制影響額 百万円） 

 

 ○一般職を対象 ・・・ 和歌山市（１３２）、橋本市（１２７）、有田市（６１）、新宮市（７）、 
               かつらぎ町（４９）、那智勝浦町（１３）、串本町（８）                                                                      
 
 ○特別職を対象 ・・・ 和歌山市（３）、海南市（５）、橋本市（１）、有田市（４）、                                         
                新宮市（－）、 紀の川市（２）、かつらぎ町（３）、 
                                  広川町（３）、有田川町（１）、 美浜町（１）、上富田町（３）、 
                                  北山村（３）                                                                             

市町村職員給与市町村職員給与市町村職員給与市町村職員給与のののの抑制措置抑制措置抑制措置抑制措置・・・・適正化等適正化等適正化等適正化等のののの状況状況状況状況    

（計 約４．０億円） 

合計合計合計合計    約約約約４４４４．．．．３３３３億円億円億円億円／／／／年度年度年度年度    

（計 約０．３億円） 

資料版P.4 
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特殊勤務手当特殊勤務手当特殊勤務手当特殊勤務手当のののの支給率状況支給率状況支給率状況支給率状況    

○多くの市町村が特殊勤務手当の見直しを実施しているため、支給職員割合が減少傾向にあります。 
○一般行政職に対し、全職種における特殊勤務手当の支給職員割合が高い要因としては、消防職や 
    企業職等で特殊勤務手当の対象職員が多いことが考えられます。 
○引き続き、手当の対象となる業務の特殊性、支給対象、支給基準等を精査し、積極的に適正化・見 
  直しを図る必要があります。 
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資料版P.5,6 

全職種の支給職員割合 
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技能労務職員技能労務職員技能労務職員技能労務職員とととと民間給与等民間給与等民間給与等民間給与等のののの状況状況状況状況    

○市町村の技能労務職員給与（Ｈ１９．４．１現在）と民間給与（賃金センサスの３年間の平均）との比較。 
  各団体とも民間給与と単純比較はできないものの、民間給与より市町村給与の方が高い傾向にあります。 
○一部市町村においては、従前から抑制に努め、民間給与よりも低い団体もありますが、今後は、各団体に 
  おいて、給与比較等を実施し、適正な給与水準となるよう一層の適正化・見直しが求められています。 

資料版P.7~9 

Ａ／Ｂ（県内or全国平均）

市 平 均 413.0 43.2 375 市 平 均 1.38

町村平均 325.0 46.2 15 町村平均 1.08
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市 平 均 429.0 48.5 5 市 平 均 2.01

町村平均 － － － 町村平均 －
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総職員数総職員数総職員数総職員数
12,47712,47712,47712,477

総務・税務・農林・
商工・土木等部門

4,056人
32.5%

福祉部門
3,244人　26.0%

消防・教育部門
2,702人　21.7%

公営企業等
会計部門

2,475人　19.8%

一般行政部門
7,300人
58.5%

○平成１４年度からの職員数の変化を部門別にみると、法令等による職員の配置基準が少なく、団体が主体的に職員配 
 置基準を決める余地が比較的大きい総務・税務・農林・商工・土木等部門において、削減率が最も大きく、 ▲１１．０％ 
 削減されています。  
○一部に職員の配置基準等が定められている、福祉部門、消防・教育部門では、それぞれ▲８．０％、▲８． ７％の削減 
 となっています。 
○企業経営の観点から、定員管理が行われる公営企業部門においては、一部病院での職員増などもあり、削減率は最 
 も小さく▲６．９％にとどまっています。 

部門別構成部門別構成部門別構成部門別構成    

市町村職員数の状況 資料版P.12 

▲６．９％ 

(▲１８４人) 

▲８．７％ 

(▲２５７人) 

▲８．０％ 

(▲２８１人) 

▲１１．０％ 

(▲５０３人) 

職員削減率 

（増減数） 

１９．８％ 

（０．４） 
１９．４％ 公営企業等会計部門 

２１．７％ 

（０．１） 
２１．６％ 消防・教育部門 

２６．０％ 

（０．３） 
２５．７％ 福祉部門 

３２．５％ 

（▲０．８） 
３３．３％ 

総務・税務・農林・
商工・土木等部門 

H１９ 

構成割合 

（対Ｈ１４） 

H１４ 

構成割合 
 

構成割合構成割合構成割合構成割合のののの変化変化変化変化    
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 集中改革プランについては、目標達成に向けて、職員数や配置状況を検証・分析し、事業の見直し、組織の合理 
化、民間委託の推進等により職員数の適正化・見直しを図ることが求められています。 
    

 

 

４２．１％ 

６２．８％ 

３１．３％ 

進捗率 

▲４．１％ ▲８．３％ 全国 

▲３．８％ ▲９．０％ 合計（３０団体） 

▲６．２％ ▲９．９％ 町村（２１団体） 

▲２．７％ ▲８．５％ 市（９団体） 

Ｈ１９（対Ｈ１７）
純減実績 

（H19.4.1調査） 

Ｈ２２（対Ｈ１７）
純減目標 

（H19.9.1調査） 

 

今後今後今後今後のののの職員数職員数職員数職員数のののの推移推移推移推移（（（（集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン））））    資料版P.16 

○集中改革プランとは、平成１７年４月１日から平成２２年４月１日までの５年間の行政改革について、具体的な取組を明示 
  した計画であり、定員適正化については、県内全市町村で平成２２年４月１日における数値目標が設定されています。 
  地方公務員全体では「骨太の方針２００６」等において、5年間で、▲５．７％の定員純減を行うこととされています。 
○数値目標は、県全体(▲９．０％)で、全国平均（▲８．３％）を上回る目標が定められています。 
○純減実績（▲３．８％）は、全国平均（▲４．１％）をやや下回っています。 

▲８．１％ 有田川町 ５ 

▲１０．６％ すさみ町 ３ 

▲１０．６％ 上富田町 ３ 

▲１０．７％ 日高川町 ２ 

▲１２．５％ 那智勝浦町 １ 

Ｈ１９（対Ｈ１７） 

純減実績 

（Ｈ１９．４．１調査） 

市町村名 純減率順 

※全国数値は、政令指定都市を除く市区町村の平均値です。 
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※１ 類似団体職員数とは、人口と産業構造を基準にいくつかのグループにわけ、そのグループ毎の普通会計部門の平均職員数です。 
    今回は、当該団体が職員配置している部門についての類似団体職員数（修正値）の和を使っています。 
※２ 合併団体は団体名に○をしています。合併団体は、類似団体と比較して職員数が多くなる傾向があります。 

過去５年間の職員削減の状況（平成１４年４月～平成１９年４月） 

301 65 43294 124 234 127234 96 161 406820 525 956 701
127 67 2586 96 169 391319 274 157 863447 931 357 669

職員数職員数職員数職員数のののの削減状況及削減状況及削減状況及削減状況及びびびび類似団体類似団体類似団体類似団体とのとのとのとの比較比較比較比較    

類似団体職員数との比較（平成１８年４月１日現在・普通会計部門） 

１９年４月 
総職員数 

資料版P.13~15 
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職員削減数（左軸）

職員削減率（右軸）



  10 １８ １２ 平成１９年度 
▲３ 

２１ 
３ 

９ 平成１８年度 
計 

１３ ８ 平成１９年度 
▲２ 

１５ 
２ 

６ 平成１８年度 
町村 

５ ４ 平成１９年度 
▲１ 

６ 
１ 

３ 平成１８年度 
市 

対前年度増減数  対前年度増減数  

国より有利 国と同等 

区   分 

病気休暇病気休暇病気休暇病気休暇のののの状況状況状況状況    

資料版P.18 

○国の病気休暇は、必要最小限度の期間（９０日以内は給与減額なし） 
 
○国の制度と異なっている団体 ： １８団体 
  
  １２０日又は４箇月以内は給与減額なし  １団体  ・・・  （有田市） 
 
  １８０日又は６箇月以内は給与減額なし １５団体 
      ・・・ （海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、湯浅町、広川町 
          有田川町、みなべ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村） 
  
  給与減額の規定なし ２団体 ・・・ （由良町、すさみ町） ※２団体については、９０日以内で運用 

市町村職員の勤務条件等の状況 

国の制度に準ずるとともに、住民の理解が得られるよう適正化・見直しを図る必要があります。 
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特別休暇等特別休暇等特別休暇等特別休暇等のののの状況状況状況状況    資料版P.19～23 

○夏季休暇制度 
    
      

 
○その他の特別休暇制度等 

資料版P.22 

資料版P.20～21,23 

 特別休暇については、各市町村で時代の変化を踏まえて、必要性を検討し、住民の理解が得られる 
よう、努める必要があります。 

３日 ５日 ６日 ７日

市 0 1 4 0 4

町  村 1 16 2 1 1

県  計 1 17 6 1 5

構成比率 3.3% 56.7% 20.0% 3.3% 16.7%

制度有り
制度無し

市 町　村 県　計

8 14 22 73.3%

5 10 15 50.0%

5 1 6 20.0%

5 0 5 16.7%

1 3 4 13.3%

2 0 2 6.7%

1 0 1 3.3%

1 0 1 3.3%

導入団体数
導入率区　分

子の看護をする場合

ファミリーサポート

組合休暇（有給）

育児参加をする場合

妊娠障害（つわり）

家族の看護

リフレッシュ・永年勤続

災害時に退勤途上の身体の
危険を回避する場合
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育児休業育児休業育児休業育児休業のののの取得状況取得状況取得状況取得状況    資料版P.24 
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男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

H14 H15 H16 H17 H18 年度

育児休業の取得状況

取得対象者数

取得者数

○男性職員の取得者数が圧倒的に少ない（平成１６年度１名のみ） 
 
○平成１８年度において、女性職員の取得率については、１００％ 
 
○平成１７年度において、県内市町村全体の取得率は、全国平均より低い状況 
 
○平成１９年８月１日、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が施行され、 
  育児短時間勤務制度が導入    

 県内市町村において、育児短時間勤務制度の速やかな導入と「育児参加をする場合」（未導入１５団体） 
及び「子の看護をする場合」（未導入８団体）の休暇制度の導入を図ることが必要です。    

※全国数値は、政令指定都市を除く市区町村の平均値です。 

県 　内
市町村

全 国
県 　内
市町村

全 国
県 　内
市町村

全 国

H14 0.0% 0.3% 97.8% 92.5% 47.0% 47.1%

H15 0.0% 0.3% 90.5% 94.4% 40.7% 45.5%

H16 0.9% 0.4% 98.6% 94.5% 54.9% 43.7%

H17 0.0% 0.6% 84.2% 93.6% 34.1% 42.6%

育児休業の取得率

男 女 計
区 分
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 ○ 地方公共団体が実施する福利厚生事業については、地方公共団体が民間企業と同様、 雇用主として実施。 
 ○ 主な事業内容 
    保健・医療、元気回復（レクリエーション）、祝金・弔慰金等の給付など。 
    ※ これらの事業の実施方法としては、各地方公共団体が直接実施する場合や各地方公共団体における 
      職員のための任意的な互助組織として設置されている職員の互助会や互助組合などを通じて実施する 
     場合があります。 
 ○ 見直し等の取組状況 
    行政改革の一環として、福利厚生事業についても見直し等の取り組みを実施。  
 
     

福利厚生事業の状況 資料版P.25 

互助会等会員一人当たりの公費支出額と公費率
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